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第１ はじめに 

本書は、豊能町立高山コミュニティセンター（以下「施設」という。）の管理運営に関

し、豊能町（以下「町」という。）が指定管理者に要求する管理運営の基準を示すもので

す。 

指定管理者は、本書に示されている業務の仕様・基準を満たす限りにおいて、自由に事

業計画の作成を行うことができるものとしますが、その際には「募集要項」等において示

された諸条件を必ず遵守し、その他の内容についても十分留意して事業計画書を作成する

ものとします。 

 

第２ 施設の管理運営に関する業務 

１ 施設及び附属設備等の使用許可等に関する業務 

（１） 使用の許可 

（２） 使用内容変更の許可 

（３） 使用の許可の取り消し 

（４） 特別の設備の設置の許可 

２ 施設及び附属設備の利用料金の徴収に関する業務 

（１） 利用料金の徴収 

利用料金制を導入しており、施設及び附属設備の料金は指定管理者の収入とする。 

（２） 利用料金の還付 

３ 施設及び附属設備等の日常管理に関する業務 

（１） 損傷等の届出に対する指示 

（２） その他の業務 

ア 館内外の日常清掃及び整理整頓 

イ 文書等の収受 

ウ 施設の秩序維持及び安全管理 

エ その他施設の管理 

４ 施設の管理運営体制に関する業務 

次の項目について、研修の実施等により周知、徹底を行うこと。 

（１） 緊急時対応、防犯、防災対策 

（２） 個人情報保護 

（３） 施設使用者への公平性の確保 

（４） 業務内容の確実な履行 

 

第３ 農村地域の活性化及び利用者サービスに関する業務基準 

施設の設置目的の達成や交流人口増加、利用者サービスの向上のため、次の業務を実

施するものとする。 
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１ 農村地域活性化事業に関する業務（必須） 

住民相互の交流及び都市農村の交流により、農村地域の活性化を図れるように、次に示

すような様々な事業を提供すること。 

また事業実施にあたっては、これまでにも地域のコミュニティ活動団体と連携、協力し

て実施している事業もあるので、引き続きこれらの団体との事業も展開すること。 

（１） 都市と農村の交流のための事業 

（２） 農作物等の加工体験及び実習事業 

（３） 農村地域を活性化するための事業 

（４） 観光振興につながるための事業 

（５） その他、町長が必要と認める事業 

２ 利用者サービスに関する事項 

施設の利用促進、サービス及び利便性の向上等を考慮した利用者サービスを提案し、実

施前に町と協議を行ったうえ、承認を得て実施することができる。 

３ 町が主催・支援する行事等への協力 

施設を利用して行う町が主催する事業や町長が必要と認める事業は、積極的に支援・協

力を行うこと。 

４ 自主事業に関する事項 

「１ 農村地域活性化事業に関する業務」とは別に、指定管理者の責任において、自主

的に企画・実施する事業で、施設のサービス向上に寄与すると町が判断し実施を認める事

業を実施できるものとする。実施に伴う費用は指定管理者が負担するものとし、指定管理

料からの支出は認めません。実施にあたっては、近隣住民との調和が保たれることを条件

とし、本来業務や他の施設利用者に影響の出ない範囲内に限る。また施設の一利用者とし

て実施するものとする。 

事業実施の際、施設・設備の一部を変更・改修など必要な場合は事前に町と協議のう

え、指定管理者の負担で実施するものとし、指定管理後は原則現状復帰すること。 

なお、自主事業により得た収入については、指定管理者に帰属する。 

（バーベキューコーナーやキャンプスペースの設置、売店や自転車修理・販売の営業、その他サー

ビスの提供等を想定。） 

 

第４ 施設の維持管理に関する業務基準  

施設及び設備の機能並びに環境を維持し、施設におけるサービス提供が常に円滑に行

われるように保守管理業務を行うこと。 

１ 建築物の保守管理 

施設を適切に管理運営するために、建物の日常点検や定期点検を行い、安全性及び美観

を維持し、不具合を発見した場合は、速やかに町に報告すること。 
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２ 設備機器管理業務 

設備機器の適切な管理により、施設の機能を維持すること。また、設備機器が正常に機

能しないことが明らかになった場合は適切な方法により対応し、町へ報告すること。 

（１） 日常点検業務 

設備機器の点検・整備を日常から行い、通常点検時や正常に機能しない場合の対応

等については、適切に記録を取ること。 

また、電力、ガス、水道等の需給状況を管理し、節減に努めること。 

（２） 定期点検・整備業務 

電気設備、消防設備、浄化槽設備の法定点検及び初期性能・機能確保のため、年１

回以上運転中の機器を停止し、外観点検、機能点検、機器作動特性試験、整備業務を

行い、必要に応じて消耗品等の交換を行うこと。（休館中の施設についても法定点検

は実施すること。） 

また、点検及び正常に機能しない場合の対応等について、適切に記録を取ること。 

３ 清掃業務 

指定管理者は、施設全体の良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、利用者の快適な空間

を保つために、清掃業務を実施すること。 

（１） 日常・定期清掃 

日常的に清掃を行い、建物、備品、器具等が常に清潔な状態に保たれるようにし、

消耗品は常に補充された状態にすること。 

また、日常清掃では実施できない清掃等を確実に行うため、必要に応じて定期清掃

を実施すること。 

（２） 除草・剪定作業 

    施設周辺、グラウンド等施設内の除草・剪定作業を行い、利用に支障を来さないよ

う、また美観の維持を保つこと。 

（３） その他 

上記の他にも、必要に応じて清掃を実施し、施設の良好な環境衛生、美観の維持に

努めること。 

４ 備品管理業務 

（１） 備品の管理 

施設の利用に支障をきたさないよう、備品の管理を行い、不具合が生じた備品につ

いては、町と協議のうえ、更新すること。 

※原則として、既存の備品の更新費用は町の負担とする。但し、新たな事業展開のた

めに必要とする備品の調達、更新費用は指定管理者の負担とする。 

（２） 備品台帳の管理 

備品は、備品台帳で管理をしています。年１回以上の現状確認を行うこと。 

５ 保安警備業務 

施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の確保に努
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めること。また、防火管理者を選任し、法令に基づく防火体制等を整えること。 

開館時間内にあっては、各室の開錠施錠、遺失品管理等を行い、開館時間の終了時に

は、戸締り、消灯等の確認、各室の異常の有無の確認及び各所の火災予防点検を行うこ

と。また、侵入者、不審者等を発見した場合は、適切な対応をすること。 

６ 修繕業務 

施設の管理上必要となる修繕(天災や老朽化、指定管理者及び町のいずれの責めに帰す

べき事由か明確でないものを含む)については、指定管理者が行い、大規模改修工事は町

が実施するものとし、修繕経費の負担については以下のとおり取り扱うものとする。 

（１） 建物等の修繕 

経費が３０万円以上のものについては、町への報告を行い、修繕時期等を協議のう

え町の負担により実施する。 

（２） 設備機器・備品の修繕 

経費が３０万円以上のものについては、町への報告を行い、修繕時期等を協議のう

え、町の負担により実施する。 

７ 施設・設備の改修・整備 

  指定管理者は、施設の設置目的に合致した管理運営を効率的かつ効果的に行うために必

要な施設や設備の変更・改修・整備を事前に町と協議（内容や現状復帰、負担割合等につ

いて）のうえ、実施できるものとする。 

 

第５ 経営管理に関する業務基準 

１ 事業計画書の作成業務 

毎会計年度末までに次年度の事業計画書を作成し、町に提出すること。 

２ 運営状況報告書の作成業務 

指定管理者は、運営状況報告書及び運営状況等年次報告書を作成すること。 

（１） 運営状況報告書は、翌月７日までに町へ提出すること。 

（２） 運営状況等年次報告書は、前年度の運営状況等報告を毎年４月末日までに町へ提出

すること。 

（３） 運営状況報告書及び運営状況等年次報告書に記載する内容は次のとおりとし、書式

は町と協議のうえ定める。 

ア 運営状況報告書記載内容 

① 利用状況（運営日数、利用件数、利用者数、利用率、減免件数） 

② 使用料収入状況（使用料収入額、現年度還付額、過年度還付額、還付件数） 

イ 運営状況等年次報告書記載内容 

① 利用状況（運営日数、利用件数、利用者数、利用率） 

② 使用料収入状況（使用料収入額、使用件数） 

③ 決算状況（損益計算書、費用明細等） 
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３ 施設の管理運営に対する町の監査 

施設の管理に係る業務又は経理の状況等を確認するため、町の担当者が必要に応じて実

施する監査(施設への立ち入り、書類の閲覧等)に応じること。また、当該監査の結果に基

づく指示を受け、適宜対応を従うこと。 

４ 町及び関係機関との連絡調整業務 

町及び関係機関との連絡調整を図ること。 

５ 指定期間終了時の引継業務 

指定期間終了時において、次期指定管理者が支障なく業務を遂行できるよう引継ぎ業務

を行うこと。 

 

第６ その他 

１ 管理体制の整備等 

（１） 管理運営体制 

事業を円滑かつ適切に遂行することが可能な管理・運営体制を構築すること。 

（２） 連絡体制 

町との連絡体制を構築すること。また常設電話及びインターネット環境はあるが、

その他に必要な環境があれば整えること。 

（３） 服  務 

従事する全ての職員に対して公益使命を自覚させ、名札の着用、来館者に満足を与

える接遇（服装、身だしなみ、言葉づかい等）を徹底すること。 

２ 文書の管理 

文書の管理について、町の指示に基づき、年度ごと、分野ごとに分類し、適切に管理す

ること。 

（１） 使用許可申請書の保管 

使用許可申請書等は、町の指示に基づき適切に保管し、保管期間終了後に適切な方

法により処理すること。 

（２） 記録の保管 

事業の実施に伴って作成、整備した記録、図面類について、汚損、紛失等の無いよ

う適切な方法で保管し、引継ぐこと。 

保管期間は、基本的に次のとおりとする。 

① メーカーリスト、各種取扱説明書、保証書 永年 

② 官庁届出控、報告控 永年 

③ 年間、月例定期点検、測定記録 永年 

④ 業務連絡簿、管理日誌・月報 ５年 

⑤ 事故、傷害記録 ５年 

⑥ 補修・修繕記録 ５年 
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３ 損害賠償保険の加入 

指定管理者による施設の管理運営業務に関しては、全国町村会総合賠償保険が適用され

ます。 

ただし、指定管理者の帰責事由があり、かつ保険の範囲内で賄いきれなかった損害賠償

については、町は指定管理者に対し賠償した金額及び賠償にかかる費用を求償します。 

【全国町村会総合賠償保険】 

〇支払限度額 身体賠償 ２億円（１名につき） ２０億円（１事故につき） 

        財物賠償 １億円（１事故につき） 

  また、第３の４で実施する自主事業（３頁）については、指定管理者の責任において実施

するものですので、上記保険と同等程度の保険に加入すること。 

４ 個人情報の保護及び開示 

個人情報保護法及び豊能町個人情報保護条例を遵守し、個人情報の漏えいがないように

すること。 

また、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することを禁

じ、指定管理期間の終了（指定の取消しを含む）後、並びに従事者が職務を退いた後にお

いても同様とする。 

５ 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 

指定管理者は、豊能町行政手続条例に規定する行政庁に該当するため、使用許可等の処

分にあたっては、同条例の定めに従い、あらかじめ町と協議のうえ、審査基準、標準処理

期間及び処分基準を定めること。 

６ 休館中の施設について 

  旧校舎棟、体育館については、現在休館中です。 

農村地域活性化事業や自主事業を休館中の施設を利活用しての事業計画提案も可能とし

ますが、利用の用途に応じた施設の改修が必要となります。また、内容によっては都市計

画法上、実施ができないものもあります。 

提案が採用された場合、その用途に合わせた基準に従い施設を改修していただく必要が

ありますが、その負担については、自主事業である場合は指定管理者とし、提案内容（施

設利用内容）が施設目的に合致するものである場合は、指定管理上限額の範囲内で改修費用

を支出することは可能としますが、超える場合は、指定管理者が負担、もしくは実施時期

も含め、別途協議とする。 

７ その他 

本書に記載のない事が発生したときは、町と指定管理者で協議のうえ決定する。 


